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月刊「あったかいご通信」を発行する土地活用研究会は、地域密着の建設会社が福祉施設の開

業をサポートする全国50社の国内最大級のネットワークです。毎月、業界の最新情報や成功

事例をお届けします。業界全般の最新情報や経営のコツ、利用者募集や人材マネジメントなど

リクエストも大歓迎です！
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水害発生の恐れがある地域の高齢
者・障害者施設などに作成が義務付
けられる「避難確保計画」について、
国土交通省は７月８日、作成済みの
施設が対象施設全体の４５％にとど
まることを明らかにした。

自治体ごとで作成状況にバラツキが
あるが、国交省は２０２１年度末ま
でに１００％の作成率を目指す。

同計画は地域防災計画で定められた
対象施設が作り、迅速に避難するた
めの避難誘導や防災体制などを盛り
込む。

国交省によると、今年１月１日時点
で、浸水が想定される地域の対象施
設は全国で７万７９０６施設あり、
計画を作っているのは３万５０４３
施設（４４・９％）だった。

７月の豪雨災害で特別養護老人ホーム
「千寿園」の入所者１４人が死亡する
など多くの犠牲者が出た熊本県の作成
率は５・４％で、全国で一番低かった。
最も高かったのは岩手県の８１・８％
だった。

市町村単位では宇都宮市や東京都江東
区のように対象の全施設が作っている
ところもあれば、１施設も作っていな
いところも複数ある。

対象施設が１７０６施設と関東地方で
最も多い川崎市は多摩川をはじめ多く
の河川が流れる地域だが、計画の作成
率は３２％。１９年１０月の台風１９
号では市内の浸水被害が大きく死者も
出した。

同市は「対象施設には計画を作るよう
連絡しているが、昨年の台風１９号以
降もあまり進んでいない。

危機感を持ってもらえるようさらに働
き掛けたい」（総務企画局危機管理
室）としている。

同計画の義務付けは、１６年の台風１
０号による豪雨災害で、岩手県岩泉町
の高齢者グループホームの入居者９人
が亡くなったことを踏まえ、水防法な
どを改正して規定された。

福祉施設の水害避難計画
作成済みは45％ 2021年度まで
に100％へ〈国交省〉
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